
各種相談

DV（夫婦間、パートナー間の暴力）相談
配偶者や恋人など親しい人からの暴力に悩んでいる方のご
相談を電話でお受けします。
・福岡県嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所（直方分庁舎）
 ☎22-4070
 月曜日～金曜日（祝日、年末年始除く）　午前8時30分～午後5時15分
・配偶者からの暴力相談電話（夜間・休日）
 ☎092-663-8724
 月曜日～金曜日（祝日は除く）　午後5時～深夜0時
 土曜、日曜、祝日（年末年始を除く）　　午前9時～深夜0時

女性に関する相談

問 �子育て福祉課�障がい者福祉係　☎32-0541
障がい者の権利擁護や虐待に関する相談を受け付けていま
す。24時間365日電話対応。

直鞍地区障がい者虐待防止センター　かのん
直方市津田町7-20　☎24-1556
開所時間 ��月曜日～金曜日（祝日は除く）午前8時30分～午

後5時

障がい者虐待相談

問 �子育て福祉課�障がい者福祉係　☎32-0541
障がいのある方の悩み事はもちろん、その家族、関係者から
の心配事などの相談を受け付けています。行政、福祉、医療
などの専門機関と連携しながら解決に向けて一緒に考えて
いく相談機関です。

直鞍地区障がい者基幹相談支援センター　かのん
直方市津田町7-20　☎24-1551　ＦＡＸ24-1552
開所時間 ��月曜日～金曜日（祝日は除く）午前8時30分～午

後5時

障がい者相談支援

問 �家庭児童相談室　☎32-0570
家庭児童相談員が、児童の養育など家庭内のさまざまな問
題について、電話や面談などによる相談に応じます。
月曜日～金曜日（祝日、年末年始は除く）　午前8時30分～午後5時15分

家庭児童相談

問 �北九州教育事務所　☎24-3344
学校生活のこと、学習のこと、親子関係のこと、友達関係や
いじめのことなど、悩んでいることや困っていることは気
軽に電話してください。
電話による相談　24時間対応
面接による相談　午前9時～午後5時30分

教育相談（子どもホットライン24）

問 �福岡法務局直方支局　☎22-1144
人権侵害を救済するため、人権擁護委員とともに、人権問題
の相談に応じています。
月曜日～金曜日（祝日、年末年始は除く）　午前8時30分～午後5時15分

人権相談

問 �保護人権課�人権福祉係　☎32-0765
家庭内のもめごとや隣近所とのトラブル、いじめや差別な
どのご相談は、人権擁護委員にご相談ください。6月・10月・
12月には、特設の人権相談所も開設しています。

人権擁護委員

相談窓口
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話を聞いてほしい方
☎092-582-7400
受付時間 �午前9時～正午、午後1時～4時（月曜日～金曜日）

病院や自助グループを紹介してほしい方
病気のことが知りたい方
面接の予約をいれたい方
☎092-582-7500（福岡県精神保健福祉センター）
受付時間 �午前8時30分～午後5時15分（月曜日～金曜日）

福岡県こころの健康相談電話

問 �福岡県計量検定所　☎092-939-1541
商品の量目、計量器に関するご質問にお答えしています。ま
た、営業用に使うはかりは、2年に1度定期検査を受けなけれ
ばなりません。

計量についての相談

問 �産業観光課�商工振興係（消費生活相談窓口）　☎32-0519
悪質商法、商取引上のトラブルに関する相談を無料で受け
付けます。
●�月曜日～金曜日（祝日・年末年始を除く）　午前8時30分
～午後5時15分　市役所2階
●相談日以外の電話相談
　�消費者ホットライン（☎１８８（いやや））全国どこからで
も、最寄りの相談窓口へつながります。（携帯電話可、一部
IP電話は不可）
　�曜日や時間帯により、福岡県消費生活センター・国民生活
センターにつながります。
●その他消費生活相談
　直鞍広域消費生活センター
　　☎　　25-2162
　住　所　直方市殿町7-1　直方市役所5階
　相談日　�月曜日～金曜日（祝日・年末年始を除く）� �

午前8時30分～午後5時

消費生活相談

問 �直方公共職業安定所（ハローワーク直方）　☎22-8609
仕事探しの相談・紹介が無料でできる国の機関です。
お仕事探しから就職まで、全面的にサポートしています。
開所時間 �月曜日～金曜日（祝日・年末年始を除く）� �

午前8時30分～午後5時15分

仕事を探すときは

問 �産業観光課�商工振興係　☎32-0519
中小企業者向けの融資制度です。運転資金、設備資金等にご利
用ください。市の融資制度のほか、県・国の制度もあります。

中小企業振興資金融資
弁護士による無料法律相談に係る紹介状の発行
宮若市民の方お1人につき1年度（4月～翌年3月）に1回のみ
30分間無料の弁護士相談の紹介状を発行しています。
・紹介状の発行場所
 宮若市役所　総務課総務係　☎32-0511
 　　　　　　若宮総合支所　市民窓口課市民窓口係
 　　　　　　☎52-1111

弁護士による無料法律相談

問 �総務課�総務係　☎32-0511
行政相談委員は、国の仕事などについての意見や要望を受
け付け、相談者への助言や関係行政機関への通知などの仕
事を行っています。お気軽にご利用ください。
●奇数月の第3水曜日　午前10時～午後3時
●�生涯学習センター「宮若リコリス」研修室3、若宮コミュニ
ティセンター「ハートフル」会議室1
※日時、場所が変更になることがあります。

行政相談委員による無料相談会

問 �シルバー人材センター　☎32-2400�ＦＡＸ33-3434
高齢者の臨時的・短期的な就業又は軽易な業務に係る就業
についてのご相談に応じます。
また、家庭、企業及び公共から仕事を受注し、高齢者の豊か
な知識と経験を活かしたライフスタイルに合った就業の機
会を提供しています。

高齢者の就業は

会員募集
「シルバー人材センター」
宮若市及び小竹町に居住する60歳以上の健康で働く意
欲のある方ならどなたでも入会できます。皆様のご入
会をお待ちしています。

年会費
3,600円（途中入会は月割り計算をします）

新規会員説明会
毎月15日、午後1時30分～2時30分
（土曜、日曜、祝日の時は翌日）

仕事内容
・庭木剪定　・草取り　・草刈り　
・家屋内や施設等の掃除　・チラシ等の配布
・簡単な大工作業　・その他軽作業

・�法律相談を利用するためには、①～③いずれかの法律相談
センターに電話予約し、相談の際には紹介状を必ず持参し
てください。
 ①飯塚法律相談センター
 　　☎　　0948-28-7555
 　住　所　�飯塚市新立岩6-16　弁護士ビル3階（飯塚裁判所前）
 　相談日　月曜日～金曜日（祝日を除く）　午後1時～4時
 ②直方法律相談センター
 　　☎　　25-0636
 　住　所　�直方市津田町1-29
 　相談日　�月曜日～金曜日（祝日を除く）　午後1時～4時
 ③田川法律相談センター
 　　☎　　0947-42-2330
 　住　所　田川市栄町1-5　大城ビル4階
 　相談日　�月曜日～金曜日（祝日を除く）　午後1時～4時�
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